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大学・研究機関における
安全保障貿易管理に関する事例集

［医歯薬系大学編］

令和７年５月

経済産業省
安全保障貿易管理課

「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）」関連資料
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医歯薬系大学に求められること

はじめに

◼ 医歯薬系大学やバイオ・ライフサイエンス系の大学・機関では、共同研究やMTA（Material Transfer 

Agreement）に加えて、公開論文で使用されるリサーチマテリアルの提供依頼が頻繁に発生するなど、特に外為

法における「貨物の輸出」が多い傾向にあります。

◼ 他にも、医歯薬系大学における輸出管理では、以下の点を留意する必要があります。

⚫ 大学附属病院を有していることが多く、輸出管理のステークホルダーの範囲が他分野の大学に比べ広い。

⚫ 臨床系の医学部や歯学部では、装置や器具の修理に伴う輸出が多く、出入り業者や代理店に任せきりになるケースが多い。

⚫ 遺伝資源の利益配分（ABS：Access and Benefit-Sharingの「Benefit-Sharing」）の観点で、研究成果内容等の非金

銭的利益を、海外の共同研究大学・機関に対して配分・還元することが求められる。

⚫ 創薬・医学研究分野は、基礎科学研究と医薬品開発の境界が曖昧であり、研究の進展に伴い判断を見直す必要がある。

⚫ 臨床試験・研究で扱う治療法や得られた知見は、生物兵器の利用や性能の高度化に繋がり得る未公開情報である可能性

がある。

◼ 医歯薬系の研究においては、研究開始前に倫理審査を受けることが義務付けられており、これにより研究内容を

事前に把握することが可能です。これらの取り組みを通じて、輸出管理の効率化と法令遵守を図ることができます。

◼ また、海外遺伝資源の管理や感染症法への対応など、輸出管理以外のリスクマネジメント対応業務と連動して

運用することで、人員リソースの最適化、リスクの一元化、法令遵守体制の強化等が期待できます。

◼ 法令違反のリスクを低減し、大学の研究活動を円滑に進める観点から、医歯薬系大学の特徴や留意すべきポイ

ントを理解した上で、自学の規模や専門領域に応じて体制整備や運用改善を検討することが推奨されます。
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本事例集の位置づけと構成

はじめに

◼ 本事例集は、医歯薬系大学等が、その特性をふまえて適切に輸出管理を行う際のヒントとなるよう、国内大学の管理体制や運用

の事例、注意を要する個別具体的な輸出管理事例等を紹介するものです。

◼ 医歯薬系大学を主な対象としていますが、理学・農学等のバイオ・ライフサイエンス系を持つ様々な大学等にも役立つ内容です。

◼ 本事例集を参考にしつつ、各大学等の状況に応じた適切な方法で輸出管理実務を行ってください。

ヒヤリハット事例 医歯薬系大学で起こりうる、ヒヤリハット事例とその対策を紹介します。

輸出管理体制の構築およびその運用において、医歯薬系大学特有の課題や留

意点をふまえて各大学が実施している具体的な取組内容を紹介します。

本資料の構成

体制構築・運用上の

工夫点やポイント

第

１

章

第

２

章

医歯薬系大学で起こりうる、該非判定を行うケースとその判定結果を紹介します。該非判定の仮想事例

第

３

章



3

第１章 ヒヤリハット事例
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掲載した事例の一覧

第１章 ヒヤリハット事例

◼第１章では、医歯薬系大学で起こりうる、ヒヤリハット事例とその対策を紹介します。

事例一覧

No テーマ 事例概要

1 容器や溶媒の持ち出し

国際共同研究で化学物質を用いた試験研究を行うために、海外大学Yへの化学物質Pの輸出を継続的に行っている教員Xは、

当該輸出に際して、化学物質Pのみの輸出管理申請を行った。しかし輸出管理担当部署が確認したところ、化学物質Pを入れ

る容器も同時に輸出（持ち帰らない）することがわかった。当該容器はニッケルを含有する合金を材料とするもので、該当品とな

る可能性があった。

2 非毒性菌株の持ち出し

教員Xが、細菌のゲノム配列の解析業務を海外に委託するため、数十株の細菌をリスト化して、学内の輸出管理手続きを申請

した。そのなかに、ブチリカム菌（毒性は確認されていない菌株）があった。ブチリカム菌（毒性が確認されていない菌株も含む）

は、リスト規制の改正により新たに経済産業大臣による許可が必要となっていたが、教員が毒性がないため非該当であると考え

「非該当品」として学内の輸出管理手続の申請を行った。

3 プラスミドの持ち出し
リスト規制の改正により、規制対象となるウイルスについては、病原性への関与を問わず、あらゆる遺伝子が許可対象となってい

たが、教員Xはこれに気付かずに、水疱性口内炎ウイルス（Vesicular stomatitis virus）の遺伝子を持つプラスミドを、「非該当

品」として、学内の輸出管理手続きの申請を行った。

4 海外での臨床試験の実施

新たな薬や医療機器が国の承認を得るためには3段階の臨床試験を行う必要がある。今般、A大学の教授Xが開発したエボラ

出血熱の新しいワクチンは、日本国内で第Ⅰ相臨床試験を完了したのちにアフリカのB大学と共同で第Ⅱ相臨床試験を実施す

ることとし、Xは試験用ワクチンをB大学と協力して現地で製造することとした。当該ワクチンは将来的に医療用として使用されるこ

とを想定しており、臨床試験自体は現地の規制当局から正式な許可を取得していたため、Xは輸出管理の対象外と判断し、貨

物輸出の事案として事前確認シートを輸出管理部署に提出した。

5
医薬品開発と

基礎科学研究の境界①

X大学の教員Yは、新規化合物Aの特定疾患に対する生物学的活性を研究していた。輸出管理部署では、機微技術調査を通

じてYの研究を基礎科学分野に該当すると判断していたが、ある日、海外研究機関からYに「医薬品開発を視野に入れた」共同

研究の提案があり、Yから産学連携部署あてに共同研究契約等の締結の相談があった。X大学では、普段から安全保障輸出

管理に関する部署間の連携等に取り組んでいたため、産学連携部署から輸出管理部署に対し本件情報が共有された。

6
医薬品開発と

基礎科学研究の境界②

コレラ菌の腸内定着の作用機序（生物学的な仕組みや分子レベルのプロセス）を研究するA教授は、留学生の受入れに向け

て輸出管理上の確認を行うこととした。Aは、コレラ菌が貨物等省令第2条の2の1項第二号で規制対象とされていることを確認し

たが、研究テーマ自体は外為令別表３の２項には該当せず、かつ特定の製品の設計や製造を目的としないものであることから基

礎科学例外の適用が可能と判断し、輸出管理部署へ事前確認シートを提出した。
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事例１：容器や溶媒の持ち出し

第１章 ヒヤリハット事例集

日本の大学

輸出管理担当部署

海外のY大学

教員X 教員

化学物質P

（ニッケル含有

合金製容器入り）

国際共同研究で化学物質を用いた試験研究を行うために、海外大学Yへ
の化学物質Pの輸出を継続的に行っている教員Xは、当該輸出に際して、
化学物質Pのみの輸出管理申請を行った。しかし輸出管理担当部署が確
認したところ、化学物質Pを入れる容器も同時に輸出（持ち帰らない）す
ることがわかった。当該容器はニッケルを含有する合金を材料とするもので、
該当品となる可能性があった（別表第１第３項（２）２貯蔵容器）。

事例

輸出管理担当部署の審査の結果、容器はスペックを満たさず非該当品で
あったが、化学物質の輸出の際には容器に対する輸出管理も必要となるこ
とに注意が必要であると教員Xに伝えた。

対処

教員Xが、化学物質Pを入れる容器も輸出管理の対象であることを認識し
ておらず、化学物質Pのみを対象とする申請で十分であると誤解していた。

原因

✓化学物質や細胞のみならず、これらを入れる容器や溶媒も輸出管理の対象になります。

✓スペックを満たさず非該当品となるケースもありますが、教員のみの判断に頼らず、輸出管理担当部署で

適切に判断するようにしましょう。

申請 承認

容器や溶媒の持ち出し

非該当
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事例２：非毒性菌株の持ち出し

第１章 ヒヤリハット事例集

日本

輸出管理担当部署

海外

教員X ゲノム解析

受託企業

数十株の細菌

（ブチリカム菌を含む）

教員Xが、細菌のゲノム配列の解析業務を海外に委託するため、数十株
の細菌をリスト化して、学内の輸出管理手続きを申請した。そのなかに、ブ
チリカム菌（毒性は確認されていない菌株）があった。ブチリカム菌（毒
性が確認されていない菌株も含む）は、リスト規制の改正により新たに経
済産業大臣による許可が必要となっていたが、教員が毒性がないため非
該当であると考え「非該当品」として学内の輸出管理手続の申請を行った。
（現在はボツリヌス神経毒素産生株であるブチリカム菌のみ該当。）

事例

輸出管理担当部署において最新法令（当時）を確認したところ、毒性が
ない菌株でも「該当品」であることが判明したため、経済産業大臣の許可を
取得するまで輸出手続を中断するようXに指示した。

対処

教員Xは、毒性がないものは「非該当品」という認識（思い込み）を持っ
ており、最新法令に即した判断をしていなかった。

原因

✓ 該非判定の際には、都度、経済産業省のHPから最新の「貨物・技術のマトリクス表」をダウンロードして行うことを周知しましょう。法

令改正の情報やマトリクス表は経済産業省のHP（http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html）に掲載されています。

✓ 同じ学名の細菌であっても毒素産生の有無がリスト規制で指定されている場合があります。菌の株によって毒素産生の有無が異な

るため、微生物株保存機関や研究機関のデータベースも参照して情報を収集する必要があります。

申請
中断

指示

非毒性菌株の持ち出し

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
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輸出管理担当部署

教員X

水疱性口内炎ウイルスの
遺伝子を持つプラスミド

リスト規制の改正により、規制対象となるウイルスについては、病原性への関与を問わず、
あらゆる遺伝子が許可対象となっていたが、教員Xはこれに気付かずに、水疱性口内炎
ウイルス（Vesicular stomatitis virus）の遺伝子を持つプラスミドを、「非該当品」と
して、学内の輸出管理手続きの申請を行った。

事例

輸出管理担当部署では、リスト規制の対象となるウイルス、細菌、毒素等を特定した輸
出令別表第１の３の２項（一）および貨物等省令２条の２第１号から５号のみな
らず、遺伝子を改変した生物と遺伝要素に言及した第６号も確認したことによって、病
原性に関与しない遺伝子についても最新法令ではリスト規制対象であることがわかった。
このため、経済産業大臣の許可を取得するまで輸出手続を中断するよう要請した。

対処

教員Xは、以前にも同じプラスミドを輸出したことがあり、リスト改正も認識していたが、以
前は病原性に関与しない遺伝子は非該当であったことや、改正内容の確認が不十分で
あったことから、改正後も引き続き非該当であると思い込み、判断を誤った。

原因

✓ プラスミドは、研究において頻繁に使用され、研究現場に出回っているため、輸出管理手続は不要と思い込んでいる可能性があります。

また、プラスミドに、該当する細菌・ウイルス等の遺伝子が挿入してある場合であっても、研究者が「プラスミド」や「合成した核酸配列」と

だけ申告して、配列の情報元となった細菌・ウイルスについて申告せず、誤った判断を下す場合も懸念されます。

✓ 研究者にとって、法令の言い回し（リスト規制上の細菌・毒素・ウイルス等の名称）はなじみが薄く、改正を認識していても正しく解釈

できていないことがあります。教員任せとせずに、必ず大学が輸出者として責任をもって当該貨物の該非判定の内容を確認してください。

プラスミドの持ち出し

申請

中断要請

事例３：プラスミドの持ち出し

第１章 ヒヤリハット事例集

事例３：プラスミドの持ち出し

第１章 ヒヤリハット事例集



8

事例４：海外での臨床試験の実施

第１章 ヒヤリハット事例集

新たな薬や医療機器が国の承認を得るためには3段階の臨床試験を行う必要がある。

今般、A大学の教授Xが開発したエボラ出血熱の新しいワクチンは、日本国内で第Ⅰ相臨
床試験を完了したのちにアフリカのB大学と共同で第Ⅱ相臨床試験を実施することとし、Xは
試験用ワクチンをB大学と協力して現地で製造することとした。

当該ワクチンは将来的に医療用として使用されることを想定しており、臨床試験自体は現
地の規制当局から正式な許可を取得していたため、Xは輸出管理の対象外と判断し、貨物
輸出の事案として事前確認シートを輸出管理部署に提出した。

事例

臨床試験の実施

日本：A大学 アフリカ・B大学

エボラ出血熱ワクチン

（製造技術や使用方法
を含む）

第２相臨床試験第１相臨床試験

輸出管理部署

申請

許可申請

経済産業大臣

X教授

輸出管理部署が内容を確認したところ、貨物等省令第2条の21項第一号および運用通達
におけるワクチンの定義から、貨物としてのエボラ出血熱ワクチンは許可の対象外であることが
確認できた。他方、B大学との共同試験の過程で、ワクチン製造の高度化に寄与しうる、研
究途上の未公開技術の情報を提供予定であることが判明したため、技術提供の事案として
経済産業省に許可申請を行った。

対処

貨物としてのワクチンそのものが規制対象外であっても、エボラ出血熱の未だ医療用に認可さ
れていない未公開の治療法に関する研究上の知見は規制対象となりうる点について認識が
欠けていた。また、大量破壊兵器に関連する技術を扱う場合を含めて、一般的に治療方法
は規制対象外であるという誤解も一因であった。

原因

✓ 感染症の治療方法は、逆の視点で見れば、生物兵器の利用や性能そのものの高度化につなが

ります。そうした認識を研究者にも十分にもっていただくことが重要です。
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事例５：医薬品開発と基礎科学研究の境界①

第１章 ヒヤリハット事例集

X大学の教員Yは、新規化合物Aの特定疾患に対する生物学的活性を研究していた。

輸出管理部署では、機微技術調査を通じてYの研究を基礎科学分野に該当すると
判断していたが、ある日、海外研究機関からYに「医薬品開発を視野に入れた」共同研
究の提案があり、Yから産学連携部署あてに共同研究契約等の締結の相談があった。

X大学では、普段から安全保障輸出管理に関する部署間の連携等に取り組んでいた
ため、産学連携部署から輸出管理部署に対し本件情報が共有された。

事例 医薬品開発

日本：X大学 海外研究機関

産学連携部署

教員Y

新規

化合物A

共同

研究

相談

輸出管理部署

基礎科学研究の

特例適用は困難

情報共有

創薬・医学研究分野は基礎科学研究と医薬品開発の境界が曖昧であり、研究の進
展に伴い、基礎研究から応用研究に移行する可能性が高いことを認識していなかった。

✓ 上記の他には、①特許出願を検討する教員から知財関係部署に相談があり、ライセンスや共同研究の候補先として海外

の研究機関や製薬企業が想定されるケース、②教員が創薬を目的とした社会実装型の国家プロジェクトへの申請を検討

し、学内URAに相談があるケース等も考えられ、これらに対応するためには関連部署間の密接な連携が不可欠です。

✓ 上記ケースで事案を把握できなかった場合は、海外の研究機関や製薬企業との共同研究が具体化し、輸出管理部署へ

輸出管理に係る書類が提出されて初めて発覚する可能性が高いです。そうした状況では、相手先との議論や検討が進行

し、技術提供が既に行われている可能性もあるため、早期の発見が重要となります。

産学連携部署の情報提供により医薬品開発に向けた国際共同研究の計画が判明し
たため、基礎科学例外の適用は困難であると結論づけ、Yに対し、今後、留学生の受
入れ時や研究成果を国外に提供する際には輸出許可申請が必要となる旨を伝達した。

原因

対処
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事例６：医薬品開発と基礎科学研究の境界② 

第１章 ヒヤリハット事例集

コレラ菌の腸内定着の作用機序（生物学的な仕組みや分子レベルのプロセス）を研
究するA教授は、留学生の受入れに向けて輸出管理上の確認を行うこととした。

Aは、コレラ菌が貨物等省令第2条の2の1項第二号で規制対象とされていることを確
認したが、研究テーマ自体は外為令別表３の２項には該当せず、かつ特定の製品の設
計や製造を目的としないものであることから基礎科学例外の適用が可能と判断し、輸出
管理部署へ事前確認シートを提出した。

事例
病原菌の

作用機序研究

日本 海外

A教授

留学生
コレラ菌の

作用機序

受入れ

輸出管理部署

許可申請

経済産業大臣

基礎科学研究の例外？申請

例外適用は困難

輸出管理部署がAの研究内容を精査した結果、腸内でのコレラ菌の定着過程を解明す
ることで、定着を阻害する薬剤の開発に資する知見が得られた場合は「特定の製品の設
計や製造を目的とした研究」に該当する可能性が高いことから、基礎科学例外の適用は
困難であると判断した。また、本研究ではコレラ菌の定着プロセスの効率を高める知見が
得られる可能性があり、その知見は病原性を高める用途に利用されうることから「貨物の
設計又は製造に係る技術」に該当すると判断し、許可申請が必要であると結論づけた。

対処

Aは、コレラ菌がリスト規制該当貨物であることを認識していたものの、研究テーマ自体は
基礎的であり、生物兵器としての利用からは大きくかけ離れていると考えていた。また、コレ
ラ菌に係る規定が、生物兵器としての設計及び製造※に限定されると狭く解釈していた。

原因

✓ 一般的にリスト規制該当貨物を取り扱う研究テーマについては慎重な判断が求められること、そして輸出管理上、「設計、製造、

使用」といった言葉は通常よりも広い含意を有することを教員にしっかりと周知する必要があります。

※ここでは、一般に用いられる意味においての設計と製造を指す
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その他、輸出管理において注意を要する主な個別事例

第１章 ヒヤリハット事例集

◼輸出管理において注意が必要な事例は、6つのヒヤリハット事例以外にも以下のようなものがあります。

テーマ 概要

汎用的な化学薬品・爆薬・推進薬

ピナコロン（３項）、トリエタノールアミン（３項）、塩化チオニル（３項）、フェロセン誘導体（４項）、ヒドラジン（４項）、
過塩素酸アンモニウム（４項）をはじめ、一般的に流通する汎用的な化学薬品、爆薬、推進薬の中にはリスト規制対象となって
いるものがある。汎用品の中には化学兵器の原材料を規制する３項以外の項番（１項、２項、４項、５項、１４項など）で規
制されているものもあるので、化学兵器の原材料としての観点のみで該非判定することのないよう注意する。

重水素化合物（２項）は、「重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が５,０００分の１を超えるもの」（＝0.02％）
が規制対象となるが、分量の閾値が明確に定められていない。天然存在比（同位体比）は0.015％であり、少しでも濃縮すれ
ば規制対象となるため、誤って無許可で輸出してしまう可能性がある。

読替が必要な化学物質

ホルモン分析のための試薬として利用されるピクリン酸は、合体マトリクス表で当該単語を検索してもヒットしないが、火薬類取締法
の規制対象であり１項（３）火薬類に該当。メーカーの安全シートでは非該当と示されている場合があるので注意が必要。試薬
類は3項貨物として薬品名やCAS番号で調べれば十分と思われがちだが、本件のように名称が一致しない場合でもリスト規制に該
当する場合がある。

製造、使用の技術が
許可の対象となる化学物質・装置

DNA/RNA合成装置は生化学系の研究室で汎用的に使われているものであるが、「使用に必要な技術」は３の２項（２）９
に該当となる。

特定の生物剤を製造することを目的として、バイオリアクターを含む発酵槽の操作ノウハウやデータを提供することは、「製造に必要
な技術」として規制対象となる可能性がある。

貯蔵容器の確認
ニッケル合金製容器の他に、ふっ素重合体やチタン合金等で作られた耐腐食性容器や、凍結状態で細胞株を輸送するための冷
凍保存用のジュラルミン（アルミニウム合金）製の容器なども規制に該当する可能性がある。

物理的封じ込め装置の持ち出し
物理的封じ込めに用いられる装置（３の２項）は、①空調系、②封じ込め装置系、③作業台（安全キャビネット）系に分類
されるが、一般に流通している装置・機器は名称のバリエーションが多岐にわたるため、誤って管理対象外と判断してしまう可能性が
ある。

国際プログラムに基づく
外国人研究者等の受入れ

JICAなどの技術協力プログラムに基づく研修生は、貿易外省令第９条の例外規定（日本政府が外国政府に対して行う経済
協力や技術協力等に基づく技術提供）の対象となるが、当該プログラムの範疇外で行われる技術提供については適用できず、輸
出管理の対象となる。そのため、研修生の受入前に研修の範囲・内容・計画を具体的かつ明確に定め、当該研修生やその現地
所属機関と合意しておく必要がある。一般的に、現地の政府・大学・研究機関出身の研修生は、出身機関の所属・役職等を有
したまま来日することが多く、その場合特定類型者となるため、例えば来日６か月を超えるような長期研修の場合も同様である。

注）カッコ内の項番は輸出令による
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第２章 体制構築・運用上の工夫点やポイント
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No 大学 規模 属性 区分 管理体制 教員数 附属病院の有無

1 A大学 小 単科大学 私立 部局分散型 約500名 〇

2 B大学 小 単科大学 国立 集中管理型 約400名 〇

3 C大学 大 総合大学 私立 部局分散型 約1400名 〇

4 D大学 大 総合大学 国立 部局分散型 約1200名 〇

事例掲載大学の概要情報

◼ 第２章では、医歯薬系大学に特有の状況を踏まえた体制構築・運用上の工夫点やポイントについて、 ４大学の事例を紹介しま

す。

第２章 体制構築・運用上の工夫点やポイント

概要情報
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事例１ A大学
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基本情報

事例１ A大学

教員数・学生数 教員数 約500名

学生数 約1,000名

規模 □総合大学（学部数8以上）

□中規模大学（学部数5～7）

■単科大学（医学部、看護学部）

区分 □国公立

■私立

附属病院・研究施設 ■有

□無

◼大学基本情報 ◼管理体制

学長（輸出管理最高責任者）

研究担当副学長（輸出管理統括責任者）

教育研究組織

輸出管理体制

□集中管理型

■部局管理型

□その他

管理体制
• 業務内容や学部ごとに複数の課で輸出管理を行う部局管理型を採用。担当各課の役割分担はそれぞれ以下のとおり。

• 医学部庶務課：医学部教員の海外出張

• 大学院課：留学生の受入れ・修了時帰国

• 看護学部事務課：看護学部教員の海外出張

• 国際交流センター事務課：短期研究員・交換留学生の受入れ、一時帰国（留学生･短期研究員・交換留学生）、短期研究員・交換留学生の修了時帰国、表

敬訪問の受入れ

• 研究推進課：総合医学研究所教員の海外出張、（後述の）学内審査に関する手続やデータの集約、共同研究契約、その他事例に関する相談対応

輸出管理手続（詳細は参考資料１）
• 貨物・技術の提供、留学生の受入れ等いずれの場合においても、まずは学内審査の要否を判断するために、簡単な設問で構成される事前チェックフォームを各課が入力

する（参考資料１：STEP1）。学内審査が必要な場合、各課で学内審査申請フォームに詳細情報を記入し、外国ユーザーリスト等のチェックを行った後、経済産業省

へ許可審査が必要かを輸出管理責任者が判断する（参考資料１：STEP2,3）。判断が難しい場合には副学長、学長に上申される。

特徴的な取組等
• 事前チェックフォームと学内審査フォームに係る管理手続には電子申請システムを導入している。設問は行為区分や回答によって分岐する仕組みとなっており、質問に答え

るだけで学内審査の可否が自動判定される。

◼管理体制・方法の概要・特徴

研究インテグリティ･マネジメント委員会委員（管理責任者業務補佐）

研究推進センター長（輸出管理責任者）

医学部

庶務課
大学院課

看護学部

事務課

国際交流

センター事務課

研究

推進課※

輸出管理担当各課

※学内審査業務のとりまとめも兼務
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手続書類の電子化を行うことで、申請者の負

担が減り、確認を行う事務担当者も漏れなく

迅速に審査手続を行えるようになった

手続書類における設問と確認体制を見直す

ことで、確認対象となる貨物を漏れなく確認

できるようになった

全教員の特定類型該当性の確認を行う

研究インテグリティ・利益相反・研究倫理に

関連する部門を包括した委員会体制を敷い

ている

教員向けの学内説明会を開催して、輸出管

理についての意識啓発を行っている

手続書類の文面を工夫することで、郵送で

DNAサンプルを送付してしまう等の行為を未

然防止する

医歯薬系大学特有の取組

事例１ A大学

実施事項 背景 工夫点

• 従来の紙媒体では、行為別に申請様式が5種類

存在し、申請者目線では、どの様式を利用すべき

か分かりづらかった

• WEB形式により、用語解説のリンクを挿入できる

ようになり、申請者が参照しやすくした

• 回答データを複数部署で共有・集約可能にした他、

学内審査用のフォームに入力があった場合は、担

当部署にメールが届く仕組みにした

• 提供する貨物が確認対象であるにも関わらず、品

目名のみを見て対象外と勘違いする教員がいた

（例：第30類に医療用品があるが、詳細を見な

ければがん細胞等も含むことに気がつかない）

• 教員に判断を求めるのではなく、管理責任者業

務補佐が確認を行う仕組みとした

• 勘違いされやすい設問は廃止した（例：キャッチ

オール規制対象の技術の提供又は機器の持出し

が必要か）

運
用
に
お
け
る
工
夫

管
理
体
制
に
お
け
る
工
夫

• 令和４年５月より、特定類型に該当する居住者

への技術の提供については、みなし輸出管理の対

象となった

• 本大学は、医学部附属病院を有している

• 採用時に一括で誓約書を提出してもらうこととし

た（経済産業省の文例を使用）

• 大学の学部と附属病院の科は連携しているため、

附属病院が留学生を受け入れる際も、教員と

同じ手続きを行っている

• 医歯薬系では、経済・安全保障・人命の３つが

関係するトリプルユースとなる

• 管理体制内に、研究推進センター、国際交流セ

ンター、研究活動コンプライアンス委員会、利益相

反マネジメント委員会、事務局の長を配置し、関

連部門を包括した構成を敷いている（参考資料

４）

• 疾患モデルの動物、タンパク質、細胞等のリサーチ

ツールについて気軽に輸出してしまう可能性がある

一方で、メール等で簡単に送付できてしまうため把

握・管理が難しく、教員の自発的な遵守を促す必

要がある

• アドバイザー派遣事業を活用した学内体制整備の

一環で、安全保障輸出管理アドバイザーに学内

説明会での講演を依頼

• 説明会の録画データをイントラネットで常時公開し

閲覧可能にしている

• 手続書類にウイルス、細菌、毒素、遺伝子、サブ

ユニットも事前申請の対象となる旨、注意書きを

記載している（参考資料２,３）
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参考資料

事例１ A大学

STEP１ 「事前チェックフォーム」をWEB入力し、学内審査手続の要否を判定

STEP２ 「学内審査申請フォーム」をWEB入力し、学内審査に必要な情報を入力

STEP３ 学内審査（所要日数は入力完了～審査完了まで2週間前後）

STEP４ 審査結果を申請者に通知（メール通知）

自動判定：審査が必要 自動判定：審査は不要

手続完了

審査結果：可
審査結果：不可

（または二次審査・経済産業省への許可申請が必要）

申請された行為について対応を相談申請された行為に関する手続きを進める

参考資料２

参考資料３

参考資料１ 輸出管理手続の流れ

ポイント：行為区分（留学生受入、海外出

張等）ごとに簡単な質問に回答。回答する

と審査要否が自動で表示される。
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参考資料

事例１ A大学

参考資料２ 事前チェックフォーム

ポイント：遺伝子サブユニットに関する注意書きを記載し、

郵送でDNAサンプルを送付してしまう等の行為を未然防止

ポイント：特定類型該当者に関する注意書き

を記載

ポイント：学部毎に特異な項目などは設けていない
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参考資料

事例１ A大学

ポイント：遺伝子サブユニットに関する注意書きを記載し、

郵送でDNAサンプルを送付してしまう等の行為を未然防止
ポイント：特定類型該当者に関する注意書きを記載

参考資料３ 学内審査申請フォーム ポイント：学部毎に特異な項目などは設けていない
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参考資料

事例１ A大学

参考資料４ リスクマネジメント体制（研究インテグリティの確保に係る体制整備）

研究者等

兼業

職員兼業規程

人事課

産学連携・共同研究

産学連携ポリシー、他

研究推進課

安全保障輸出管理

安全保障輸出管理規程

研究推進課

利益相反マネジメント

利益相反マネジメント

委員会規程

研究推進課

※技術流出等のリスクが想定される具体例

・海外出張

・海外からの研究員・留学生の受入れ

・海外とのクロスアポイントメント

・海外機関との兼業

・海外機関からの栄誉称号付与

・海外機関との共同研究契約

・海外からの寄附の申し入れ

・海外ファンドへの申請・受入れ

②研究者等への要請等

⑤情報共有と連携

③研究の国際化やオープン化

に伴い、新たなリスクが懸念さ

れる場合、報告・相談

④

研

究

者

へ

の

要

請

等

研究インテグリティ・マネジメント委員会

• 研究推進センター長

• 国際交流センター長

• 研究活動コンプライアンス委員長

• 利益相反マネジメント委員長

• 事務局長

リスクを分析するとともに、サイエンスメリットや意図せざる技術流出のリスク等も比較考慮

して対処方針を判断し、担当事務部門や研究者等に対して要請・指示等を行う。また、

研究インテグリティの確保に係る教育研修等を実施する。

相談窓口（研究推進課）

①各ルールに基づき情報開示・申告
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事例２ B大学
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基本情報

事例２ B大学

教員数・学生数 教員数 約400名

学生数 約1,100名

規模 □総合大学（学部数8以上）

□中規模大学（学部数5～7）

■単科大学（医学部、看護学部）

区分 ■国公立

□私立

附属病院・研究施設 ■有

□無

◼大学基本情報 ◼管理体制

管理体制
• 各種届出等が研究公正関連部署に集約される集中管理型を採用。研究公正関連部署の所属長を安全保障貿易管理責任者として、研究推進担当部署の

長や教員、学外有識者（輸出管理・遺伝資源・臨床研究・研究インテグリティ等の有識者）等が所属する輸出入管理委員会に諮問しつつ、申請や報告を進

める。

輸出管理手続（詳細は参考資料１,２）
• 輸出管理に係る申請様式を①海外に渡航する場合②国際会議のWEB開催／国内開催・メール等による技術情報の提供の場合③外国人研究者等及び留

学生を受け入れる場合④物品等を輸出する場合、の4つに分け、それぞれ関連部局と連携しつつ研究公正担当部署にて確認及び所要の手続を実施している。

• 各様式には、輸出管理に関わる設問に加え、生物多様性条約に関わる設問や不正競争防止法に関わる設問を掲載し、業務の効率化を図っている。

特徴的な取組等
• 担当である研究公正担当部署には、輸出管理を担当する安全保障・輸出入管理グループに加え、臨床研究審査を担当するグループと遺伝資源管理を担当す

るグループがある。安全保障輸出管理と管理手法や管理対象の親和性が高い分野を一部署にまとめ、安全保障貿易管理責任者である同部署の長が総合的

に確認する体制を構築している。

• 同部署には、研究推進担当の事務職員に加え、教員や研究者、医師（MD）が所属しており、医療・ライフサイエンス系専門職と事務・法務職が連携して

チェックを進めている。

◼管理体制・方法の概要・特徴

学長

（安全保障貿易管理最高責任者）

研究担当理事

（安全保障貿易管理統括責任者）

教職員等及び

学生等

輸出管理体制

■集中管理型

□部局管理型

□その他

輸出入管理

委員会

申請・報告

申請・報告

相談
担当窓口

研究公正担当部署の長

（安全保障貿易管理責任者）
安全保障貿易

管理アドバイザー

研究公正担当部署

助言

諮問

相談・届出
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毎年度、役員、教員及び大学院生を対象に、

安全保障貿易管理、生物多様性条約への

対応及び技術情報管理に関する教育をｅ

ラーニングで実施している

担当部署では、安全保障輸出管理に加え、

遺伝資源管理（生物多様性条約）や臨床

研究マネジメント（研究倫理対応やCOI）

に係る業務を担当している

安全保障輸出管理と生物多様性条約への

対応等の輸出入対応に係る輸出入管理関

連委員会に加え、COI関連委員会、知財関

連委員会、兼業審査関連委員会の４つの

委員会が相互に連携している

チェックシートは、輸出管理だけでなく、遺伝

資源管理（生物多様性条約への対応）の

観点を含めるような統合的な仕様にしている

生物兵器転用（デュアルユース）が懸念され

る感染性ウイルスの輸出には細心の注意を

払っている

医歯薬系大学特有の取組

事例２ B大学

実施事項 背景 工夫点

• 医療系の装置や器具の修理といった貨物の輸出

において、リスト規制該当品は少ないものの、日常

的に使用しているものについては注意喚起が必要

である

• 医歯薬系で注意すべき技術・物品（遠心分離

機等）を中心とした内容を案内している

• 担当部署は元々は文科省リスクマネジメント事業

の一環として、利益相反（COI）マネジメントを目

的として設立された組織であった

• 医歯薬系では、経済・安全保障・人命の３つが

関係するトリプルユースとなるため、安全保障輸出

管理部門以外との連携が必要となる

• 安全保障輸出管理と遺伝資源管理や臨床研

究マネジメントは親和性が高く、総合的なマネジ

メントを通じて業務の効率化を図ることができる

• 専門的な組織として教員や研究者、医師

（MD）を入れた体制としている（参考資料10）

• 産学官連携を所管する研究推進担当課と人事

担当課とは、電子システムを通じて利益相反・研

究費・寄付金・兼業収入等に関する情報を横断

的に共有している

• 臨床研究前の倫理審査申請を通じて、研究開

始前にどの研究室でどのような内容を扱っている

のか、学内の状況を把握できる

運
用
に
お
け
る
工
夫

管
理
体
制
に
お
け
る
工
夫

• 今後は、研究インテグリティ観点も含め、個々の

委員会の横断管理する委員会を設置する予定

（参考資料11）

• 遺伝資源管理は輸入時、輸出管理は輸出時に

特に確認が必要

• 多くの大学等では両者を別部署や異なる様式で

扱うが、一体運用による合理化の余地がある

• 輸出管理を担当するグループに加え、臨床研究審

査を担当するグループと遺伝資源管理を担当する

グループが同一部署にあり、輸出入を同時に管理

できる様式とすることで、網羅的な把握を推進

• 血液検体や培養細胞、臓器切片等の臓器サン

プルの輸出においても安全保障貿易管理手続

を実施する必要があるため、非常に厳しく管理し

ている

• 本学では、新型コロナウイルスのワクチン・治療薬

の開発のために、サルを用いた有効性・安全性評

価を実施している
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参考資料

事例２ B大学

海
外
に
渡
航
す
る
教
職
員
等

研究公正担当部署

会計担当課

渡航前

帰国後

事務局

連携

海
外
に
渡
航
す
る
学
生
等

学務担当課

研究公正担当部署

渡航前

事務局

③チェックシートにより、遺伝資源の持ち出し又は持

ち込みの可否や、技術又は物品の持ち出し等の可

否を確認し、必要な場合には所要の手続きを指導

連携

参考資料３、４、５

参考資料６

①海外渡航出発予定日の２週間前までに

「海外渡航等届」を提出

②遺伝資源の持ち出し又は持ち込みの可否

や、技術又は物品の持ち出し等の可否を確

認し、必要な場合には所要の手続きを指導

①渡航手続案内・指導

②「海外渡航について

（チェックシート）（学生用）」を提出

④遺伝資源、技術又は物品の持ち出し又は

持ち込み等について、必要な手続き等につい

て問い合わせや相談等

参考資料１ 輸出管理手続の流れ：外国出張、海外研修旅行、休職渡航の手続きに関するフロー

事務手続
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参考資料

事例２ B大学

外
国
人
研
究
員
を
受
け
入
れ
る
講
座
等
の
長

研究推進担当課

研究公正担当部署

渡航前

研究活動支援組織

連携

教育研究評議会

⑤附議

⑥承認

帰国後

来学後・

帰国時

⑩外国人研究者等又は

留学生受入終了届を提出

①外国人客員研究員

受入申請書、履歴書を提出

②受入に関わる安全保障貿易管理・生物

多様性条約等について説明し、「外国人研

究者又は留学生等受入届」の提出を依頼

⑦外国人客員研究員の受入通知書発行

④判定（遺伝資源等の持ち込みの

可否や技術提供等の可否を確認）、

必要な場合には所要の手続きを指導

③外国人研究者又は

留学生等受入届を提出

⑧研究開始届等を提出

⑨研究終了届を提出

参考資料８、９

参考資料２ 輸出管理手続の流れ：外国人客員研究員の受入手続きに関するフロー

参考資料７
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参考資料

事例２ B大学

参考資料３ 海外渡航等届

ポイント：生物多様性条約に

関わる確認事項を同時に確認

ポイント：不正競争防止法に

関わる確認事項を同時に確認
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参考資料

事例２ B大学

参考資料４-１ 海外渡航等届（Web開催等参加用）

ポイント：生物多様性条約に

関わる確認事項を同時に確認

ポイント：不正競争防止法に

関わる確認事項を同時に確認
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参考資料

事例２ B大学

参考資料４-２ 海外渡航等届（Web開催等参加用）
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参考資料

事例２ B大学

参考資料５ 私事渡航届

ポイント：

私事渡航であっても、サンプルや容器の輸出や

生物多様性条約に係る持ち込みが懸念される

ため、届出を義務付けている
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参考資料

事例２ B大学

参考資料６ 海外渡航について（チェックシート）（学生用）

ポイント：生物多様性条約や

不正競争防止法に関わる確認

事項を同時に確認
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参考資料

事例２ B大学

参考資料７ 外国人研究者又は留学生等受入届

ポイント：生物多様性条約や

不正競争防止法に関わる確認

事項を同時に確認
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参考資料

事例２ B大学

参考資料８ 外国人研究者又は留学生等受入終了届
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参考資料

事例２ B大学

参考資料９ 外国人研究者又は留学生等受入変更届

ポイント：

受入者の身分・受入機関・研究

テーマに変更があった際にも、改めて

変更届を提出してもらっている
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参考資料

事例２ B大学

研究公正担当部署

臨床研究審査 遺伝資源管理 安全保障・輸出入管理

医療・ライフサイエンス系

専門職担当領域

事務・法務職

担当領域

参考資料10 輸出管理担当部署の所掌

•安全保障貿易管理及び生物多様性

条約への対応を合わせて「安全保障・

輸出入管理」として業務を行う

•構成員は、法律等の専門家、海外研

究機関等の事情に明るい実務経験

者を含む、安全保障貿易管理アドバ

イザー、法学博士・法務アドバイザー、

国際ビジネスアドバイザー、弁理士・知

財アドバイザー、輸出入管理担当職

員、部署の長の6名

•生物多様性条約等に係るリスクマネ

ジメントを実施する

•構成員は、部署の長及び遺伝資源

管理アドバイザーの計4名

•臨床研究審査、臨床補償判定等を

主業務とする

•構成員は、部署の長及び研究推進

担当部署職員の計3名
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参考資料

事例２ B大学

参考資料11 現在のリスクマネジメント体制と今後の想定

現在：報告委員会が4委員会に上り、一元的な対応が困難 今後の想定：研究インテグリティ関連委員会を設置し、情報を横断的に管理

ポイント：

輸出入管理、臨床研究COI、産学官連携、人事を横断的に管理できるようにシステ

ムを整備しつつ、医学系の専門職と法律系の専門職を配置することで医学分野に

高度な知見を持つアカデミア法務部門の確立を目指す

学長・役員会に報告

輸出入管理マネジメント委員会

利益相反関連委員会

知財関連委員会

兼業審査関連委員会

研究インテグリティに係るリスク

• 海外出張

• 海外研究員・留学生受入

• 海外とのクロスアポイント

• 海外機関との兼業

• 海外機関からの栄誉称号授与

• 海外機関との共同研究契約

• 海外からの寄附申し入れ

• 海外ファンドへの申請・受入

研究公正担当部署・研究推進担当部署

輸出入管理（安全保障貿易管理・生物多様

性条約）、利益相反（臨床・教育・組織）、

遺伝資源管理、産学官連携（共同研究、受

託研究、寄附金、知財）

リ
ス
ク
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
、
報
告

研
究
者
等
へ
の
要
請
等

研究者・教職員・役員

学長直下組織

情報の共有と連携

輸出入管理 利益相反 産学官連携 人事

連携

横断システム（利益相反・研究費・寄附金・兼業収入）

兼業申請・審査システム（兼業申請・兼業時間）

研究インテグリティ・マネジメント専門委員会

研究インテグリティ・マネジメント委員会

構成員：担当部門の長等

構成員：関係担当役員等

研究インテグリティの観点で（経営）判断が必要な場合、情報共有、対応検討

研究インテグリティに係るリスク

• 海外出張

• 海外研究員・留学生受入

• 海外とのクロスアポイント

• 海外機関との兼業

• 海外機関からの栄誉称号授与

• 海外機関との共同研究契約

• 海外からの寄附申し入れ

• 海外ファンドへの申請・受入

研究公正担当部署・研究推進担当部署

輸出入管理（安全保障貿易管理・生物多様

性条約）、利益相反（臨床・教育・組織）、

遺伝資源管理、産学官連携（共同研究、受

託研究、寄附金、知財）

リ
ス
ク
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
、
報
告

研
究
者
等
へ
の
要
請
等

研究者・教職員・役員

学長直下組織

情報の共有と連携

輸出入管理 臨床研究COI 産学官連携 人事

連携

研究インテグリティ担当部署

横断システム（利益相反・研究費・寄附金・兼業収入）

兼業申請・審査システム（兼業申請・兼業時間）
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事例３ C大学
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基本情報

事例３ C大学

教員数・学生数 教員数 約1,400名

学生数 約22,500名

規模 ■総合大学（学部数8以上）

□中規模大学（学部数5～7）

□単科大学（医学部、看護学部）

区分 □国公立

■私立

附属病院・研究施設 ■有

□無

◼大学基本情報 ◼管理体制

管理体制（詳細は参考資料）
• 研究コンプライアンス室が本学の輸出管理業務を担当している。

輸出管理手続
• 海外出張の際には、輸出管理チェックシートを作成し、出張申請の電子申請システムに必須で添付することを求めている。チェックシートの中で、貨物の輸出、公

知でない技術の提供の有無を確認している。

• その他、貨物の輸出や技術の提供が発生していると個別に申告があった場合は、事前確認シート（経済産業省ガイダンスをもとに作成したもの）を作成してもら

う。

• 相手方の情報や提供する技術に懸念がある場合は、審査表を作成し該非判定を実施している。

• 基本的に部局での確認をもって手続きは完了するが、各部局における審査が困難な事案は本部の研究コンプライアンス室に提出され、同室で確認を行う。

◼管理体制・方法の概要・特徴

学長（最高責任者）

室長（輸出管理統括責任者）

学部長、研究科長、病院長、事務局

長等（部局輸出管理責任者）

キャンパス等事務部担当部署

輸出管理体制

□集中管理型

■部局管理型

□その他
課長（輸出管理責任者）

教員等

研究

コンプライアンス室

（本部）

各キャンパス等

（部局）
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全教員の特定類型該当性の確認を行う

（※初期研修医、非常勤医師、看護師等

職員を除く）

大学独自のWEB研修の受講を教員に課し、

各学部の受講状況を可視化することで、意

識啓発に繋げている

医歯薬系大学特有の取組

事例３ C大学

実施事項 背景 工夫点

管
理
体
制
に
お
け
る
工
夫

• 令和４年５月より、特定類型に該当する居住者

への技術の提供については、みなし輸出管理の対

象となった

• 教員の入職時及び在籍中に、該当した場合に

誓約（申告）書を提出してもらう

• 短期の研修者は受入れの際に確認を取るが、留

学生の受入れやそれに準ずる判断基準で確認し

ている

• 助手、助教以上の全教員を対象としている

• 学内委員会にて各学部の受講状況を一覧化し

た資料を配布し、未受講者への働きかけを行って

いる

• 教員は、研究の国際化や社会的責任の高まりを

背景に、安全保障輸出管理、研究倫理、利益

相反、研究不正防止、知的財産について理解を

深める必要がある

医学部との共同研究の際には、非医学系の

教員も、要望に応じて医学部向けeAPRINを

受講できるようにしている

※eAPRINとは、eラーニングプログラムによる研究者

行動規範教育を提供している登録制サービス

運
用
に
お
け
る
工
夫

• 各教員の研究分野に関連するeAPRINの受講は、

助手・助教以上の全教員を対象としている

• 受講頻度は、当初は入職時の1回のみとしていた

が、今後は5年に1度の受講へ増やす予定

• 本大学には、医学部と理工学部が共同研究を

行う「医工連携」の取り組みがある

• 科学研究費の申請において、研究倫理教育の受

講が要件として求められることが増えてきた

医学部附属病院における通関書類の保管

状況を確認することを検討中である

• 法令遵守に加えて税関の事後調査への対応の観

点からも通関書類を適切に保管する必要がある
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参考資料

事例３ C大学

参考資料 管理体制と各役割

安全保障輸出管理

最高責任者

学長

研
究
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室

各
キ
ャ
ン
パ
ス
等

• 規程の制定、改廃

• 再発防止策の構築

• 重要事項の最終決定

• 輸出管理業務の統括

• 運用手続の制定

• 該非判定審査の最終承認

• 該非判定審査の確認

• 相談窓口業務

• 統括責任者の補佐

• 事前確認シートの承認

• 該非判定審査の確認

• 事前確認シートの確認

• 該非判定審査の確認

研
究
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
（
安
全
保
障
輸
出
管
理
・
利
益
相
反
を
担
当
）

輸出管理統括責任者

室長

輸出管理責任者

課長

部局輸出管理責任者

学部長、研究科長、

病院長、事務局長等

キャンパス等事務部担当部署
（附属病院については医学部附属病院事務部）

教員等（申請者）
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事例４ D大学



41

基本情報

事例４ D大学

教員数・学生数 教員数 約1,200名

学生数 約9,100名

規模 ■総合大学（学部数8以上）

□中規模大学（学部数5～7）

□単科大学（医学部、看護学部）

区分 ■国公立

□私立

附属病院・研究施設 ■有

□無

◼大学基本情報 ◼管理体制

学長（安全保障輸出管理最高責任者）

全学研究支援組織

輸出管理体制

□集中管理型

■部局管理型

□その他

管理体制
• 学部、附属病院、研究センターにそれぞれ担当者が置かれ、各部局担当者の事前確認を経て、必要に応じて一次取引審査を行う部局管理型を採用。

輸出管理手続（詳細は参考資料）
• 貨物の輸出、技術の提供、留学生を含む人の受入れ等いずれの場合においても、まずは各部局の担当者が事前確認票の確認と一次取引審査を実施。

• 懸念がある一次取引審査票の確認を行った部局担当は、輸出管理担当部署に審査結果を報告する。輸出管理担当部署は安全保障輸出管理責任者の指

揮の下、二次審査を実施。

• 二次審査を経ても懸念が残る場合は、安全保障輸出管理統括責任者等による協議（最終審査）を行い、必要に応じて安全保障輸出管理最高責任者

（学長）の許可を得た上で、経済産業省への確認や許可申請手続を行う。

• 各部局で行った事前確認の結果は、月末にとりまとめて輸出管理担当部署に送付され、判断に問題がなかったか全ての事例を事後的にダブルチェックしている。

特徴的な取組等
• 機微度の高い研究を行っている学部や、海外への貨物の輸出入や人材の受入れが多い学部には、密に連絡を取り合い、輸出に関する相談や手続きに関する

説明や勉強会、意見交換等を行っている。

◼管理体制・方法の概要・特徴

研究インテグリティ部門長

（安全保障輸出管理責任者）

組織長

（安全保障輸出管理統括責任者）

輸出管理担当者

教職員

部局

研究インテグリティ部門

（輸出管理担当部署）
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研究インテグリティ・利益相反・研究倫理に

関連する部門を包括した組織体制を敷いてい

る

教員、医師、看護師、事務スタッフ等の全て

の被雇用者について、特定類型該当性を確

認している

機微度の高い技術・貨物を取り扱う部署・研

究者には、重点的で手厚い対応を行っている

貨物の輸出を行う必要性について、部局にま

ずは検討するように伝えている

医歯薬系大学特有の取組

事例４ D大学

実施事項 背景 工夫点

• 医歯薬系は、経済・安全保障・人命の３つが関

係するトリプルユースとなる

• 研究インテグリティ・利益相反・安全保障輸出管

理・知的財産・産学連携・学術研究等を支援す

る部門が一つの全学研究支援組織内にある

• また、受託研究・共同研究契約締結を所掌する

事務部門がこの組織の事務業務を担当しており、

円滑な連携が可能である

運
用
に
お
け
る
工
夫

管
理
体
制
に
お
け
る
工
夫

• 令和４年５月より、特定類型に該当する居住者

への技術の提供については、みなし輸出管理の対

象となった

• 本大学は、医学部附属病院を有している

• 採用時に一括で誓約書を提出してもらっている

（経済産業省の文例を使用）

• 短期間日本に滞在して自国に戻り、また日本に

来日するというケースもあるが、時間が経過すると

状況が変化することもあるので、都度誓約書の

提出を求めている

• 海外からの研究者が視察を希望する場合におい

ても、提供する情報に機微なものがないかを事前

に確認している

• 特に重点的な対応が求められる部署、研究者に

ついては、事務担当者が直接訪問するなど、密に

連絡を取り、輸出に関する相談、手続きの説明

や勉強会、意見交換等を行っている

• ケースバイケースではあるが、部局から相談があった

際に、機器の種類や要望をヒアリングしている

• 日本で購入して送る必要性のある貨物なのかを

確認し、現地調達が可能なものであれば現地調

達の検討をお願いする場合がある

• 海外に拠点を持ち、貨物の輸出・人材の受入れ

が多い部署や、機微度の高い研究を取り扱う学

部が存在するため、厳格な輸出管理手続が求め

られる

• 実験機器や試薬を海外に送付し、計測を行う

ケースが多い。そのため、資材や消耗品の輸出手

続の件数が多く、確認・審査作業の効率化が求

められている
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参考資料

事例４ D大学

STEP１ 各教員が部局担当者に対して事前確認シート・一次取引審査票を提出

STEP３ 安全保障輸出管理責任者の指揮の下、輸出管理担当部署にて二次審査

懸念あり一次取引審査票：輸出管理担当部署へ即時

二次審査依頼
懸念なし事前確認シート：月末に取りまとめて提出

輸出管理担当部署にてダブルチェック

（月1回）

STEP２ 部局担当者にて事前確認シートの確認・一次取引審査の実施

懸念あり：輸出管理統括責任者に報告 懸念なし

審査完了

STEP４ 安全保障輸出統括責任者等による協議を実施し最終審査

参考資料 輸出管理手続の流れ
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第３章 該非判定の仮想事例
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概要

第３章 該非判定の仮想事例

◼医歯薬系大学等が比較的直面しやすい「リスト規制に該当しうる事案」について、下記の構成に沿って仮想事例集

を作成した。

◼なお、すでに経済産業省が公表している「大学における該非判定のための手引き書＜仮想事例集＞」と同じ形式で

作成したため、別紙としている。

➢ URL：https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/gaihihantei_jireishu2.pdf

該非判定の仮想事例の構成

教職員等からの

相談内容
教員へのヒアリング結果

キーワード抽出、

合体マトリクス検索
判定結果 コメント

•仮想事例は、教職員から

メール等で相談が来た、と

いう想定でスタート

•そのメール文を事例集に記

載

•左記のメールでは情報が

足りていないため、追加的

に教員へヒアリングを実施

したと想定

•そのヒアリングで得られた

情報をメモとして記載

•得られた情報に基づき、

キーワードを幅広く抽出

•合体マトリクス上でキーワー

ド検索した結果とあわせて

記載

•検索結果に基づき、該非

判定の結果を記載

•該当/非該当を明確にせ

ず、「該当と考えられる」と

いう判定結果もある

•判定結果の他に、気を付

けるべきこと、留意点、教

訓となるようなことをコメン

トとして記載

参考）経済産業省「大学における該非判定のための手引き書＜本体＞」 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/gaihihantei_hontai.pdf

経済産業省「大学における該非判定のための手引き書＜仮想事例集＞」 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/gaihihantei_jireishu.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/gaihihantei_jireishu2.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/gaihihantei_hontai.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/gaihihantei_jireishu.pdf


46

掲載した事例の一覧

第３章 該非判定の仮想事例

教職員等からの

相談内容
教員へのヒアリング結果

キーワード抽出、

合体マトリクス検索
判定結果 コメント

【4-1】プラスミドベクターの輸出

（相談内容）

水疱性口内炎ウイルス（VSV）の配列が組み込まれてい

るプラスミドベクターは海外の共同研究先に輸出可能か。

（ヒアリング内容）

・上記プラスミドベクターは、病原性を発現させないので、過

去に安全保障輸出管理上の問題はなかった 等

• プラスミドベクター（プラ

スミド、ベクター）

•水疱性口内炎ウイルス

•（Vesicular 

stomatitis virus、

VSV）

輸出令3の2項（1）に該当

• 今回、該非判定の対象となっているプラスミドベクターは、

遺伝子を改変した生物であり、特定の遺伝要素（染色

体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、ベクター及び復元

可能な核酸断片を含む不活性化された組織体を含

む。）を含み、『イ 第一号に該当するものの遺伝子又

はこれを翻訳した生産物』の塩基配列を有するもの」に

該当する。

【4-2】ポータブル冷凍冷蔵庫

（相談内容）

市販のポータブル冷凍冷蔵庫は輸出管理の対象にならな

いか。

（ヒアリング内容）

冷凍冷却器の仕様

・冷却性能：－60度～＋10度

・標準使用期間は2,500時間を超える

•冷凍冷蔵庫（冷凍庫、

冷蔵庫、冷却器、保冷

庫）

輸出令10項（2）に該当

•本製品は、宇宙用に設計していない光検出器用の冷却

器であって、零下55度より低く冷却することができ、かつ平

均故障寿命は2,500時間を超えている。

【4-3】留学生の受け入れ（感染症に関する研究）

（相談内容）

高病原性鳥インフルエンザウイルスの遺伝子解析の研究は

何らかの規制の対象となるか。

（ヒアリング内容）

研究指導を通して、以下の技術提供の可能性がある

・H5N1ウイルスのゲノムcDNAクローニングと塩基配列解読

・遺伝子変異導入による遺伝子改変ウイルスの作出 等

•高病原性H5N1鳥イン

フルエンザウイルス（鳥

インフルエンザウイルス、

H5N1）

リスト規制「該当」である可能性が高い

• 「H5N1ウイルスのゲノムcDNAクローニングと塩基配列解

読」と「遺伝子変異導入による遺伝子改変ウイルスの作

出」が「高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5又はH7の

Ｈ抗原を有するものに限る）の設計又は製造に係る技

術」の提供に該当し得る。
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